
令和６年度第１回平塚市成年後見制度利用促進協議会次第 
 

日 時 令和６年９月１９日（木） 
１４：００～１４：５０ 

場 所 平塚市役所本館 ４階 ４１０会議室 
 

 

１ 福祉部長挨拶 

 

 

２ 議題 

（１）成年後見制度利用促進に関する取り組みについて 
ア 平塚市の中核機関の取り組みについて 

    イ 市長申立て、報酬助成について 

 

（２）その他 

    

 

以 上 

 





4月1～30日 5月1～31日 6月1～30日 7月1～31日 8月1～31日 9月1～30日 10月1～31日 11月1～30日 12月1～31日 1月1～31日 2月1～28日 3月1～31日

土曜開所
(4/1)

企画運営会議
（5/9）

民児協会長会議にお
いてリーフレット周

知（6/1）

市保健福祉研修
（7/3）

市民後見人養成講座
（実践研修５日目）
8/1.8/2.8/9

親族後見人研修講習
会・交流会
（9/1）

成年後見制度利用促進協
議会（10/3）

後見サポーター全体
会

(11/2)

土曜開所
(12/2)

後見サポーター採用
説明会（1/10）

土曜開所
(2/3)

成年後見制度講座
（3/5）

法人後見との情報交
換（4/12）

後見サポーター全体
会（5/11）

土曜開所
(6/3)

後見サポーター全体
会（7/6）

土曜開所
(8/5)

後見サポーター全体
会（9/7）

終活ワーキング
（10/4）

社会福祉士養成実習対応
（11/7）

権利擁護講演会
（12/14）

後見サポーター全体
会

(1/11)

福祉関係者向け権利
擁護講演会YouTube動
画配信（2/5～）

後見サポーター全体
会
(3/7)

ケース検討調整会議
（4/19）

成年後見制度講座
（5/16）

社会福祉士養成実習
対応
（6/6）

市民後見人養成講座
（実践研修３日目）

（7/10）

社会福祉士養成実習
対応
（8/8）

市民後見人養成講座
（実践研修６日目）

（9/12）

土曜開所
(10/7)

市民後見人養成講座
修了判定会（11/14）

専門相談
(12/20)

出張講座
（貴峯）
（1/16）

社会福祉士養成実習
対応
（2/6）

親族後見予習セミ
ナー
（3/8）

個別ケースについて
の情報交換（4/21）

専門相談
(5/18)

社会福祉士養成実習
対応
（6/7）

成年後見制度講座
（7/12）

企画運営会議
（8/8）

成年後見制度講座
（9/15）

市民後見人養成講座
（実践研修７日目）

（10/11）

企画運営会議
（11/14）

ケース検討調整会議
（12/20）

専門相談
(1/18)

企画運営会議
（2/13）

出張講座
（港地区民児協）

（3/8）

専門相談
(4/21)

終活ワーキング
（5/18）

ひらつか地域介護シ
ステム会議幹事会・
総会リーフレット周

知（6/9）

土曜午前開所
(7/15)

高齢者及び障がい者
虐待防止ネットワー
ク協議会(8/21)

土曜午前開所
(9/16)

出張講座
（東海大学）
（10/13）

成年後見制度講座
（11/15）

権利擁護講演会動画
撮影（12/22）

成年後見制度講座
（1/18）

ケース検討調整会議
（2/21）

ケース検討調整会議
（3/13）

後見サポーター、市
民後見人自主勉強会

（4/25）

土曜午前開所
(5/20)

社会福祉士養成実習
対応

（6/12）

大学連携講座
（7/18）

ケース検討調整会議
（8/23）

成年後見利用促進連
絡協議会（Zoom）

（9/20）

湘南西部成年後見制
度利用支援連絡会
（10/17）

専門相談
(11/16)

相談業務連絡会(平塚
市社協内)(12/25)

高齢者及び障がい者
虐待防止等ネット
ワーク協議会
（1/18）

専門相談
(2/21)

応急事務管理会議全
体会議（3/14）

ケース検討調整会議
（5/24）

市民後見人養成講座
（実践研修1日目）

（6/12）

ケース検討調整会議
（7/19）

社会福祉士養成実習
対応

（8/24）

自立支援協議会にお
いて市長申し立て周
知（9/20）

任意後見制度と死後
事務委任契約、身元
保証について
（10/18）

土曜午前開所
(11/18)

土曜午前開所
(1/20)

後見サポーター（8
期）採用試験
（2/22）

土曜午前開所
(3/16)

ケース検討調整会議
（6/21）

専門相談
(7/20)

相談業務連絡会(平塚
市社協内)(8/24)

専門相談
(9/28)

専門相談
(10/25)

ケース検討調整会議
（11/22）

ケース検討調整会議
（1/24）

相談業務連絡会(平塚
市社協内)(2/26)

出張講座
（高齢者よろず相談C
あさひみなみ）
（3/18）

相談業務連絡会(平塚
市社協内)(6/22)

出張講座（地区ボラ
ンティアリーダー連

絡会）
（7/20）

専門相談
(8/29)

相談業務連絡会(平塚
市社協内)(10/26)

親族後見予習セミ
ナー

（11/29）

親族後見人研修講習
会・交流会及び講演

会
（1/25）

市民後見人フォロー
アップ研修
（2/27）

第三者後見人研修交
流会（3/21）

後見サポーター、市
民後見人自主勉強会

（6/27）

支援者のための申立
手続講座（7/21）

成年後見制度利用促進連
絡・調整会議（10/30）

湘南西部成年後見制
度利用支援連絡会

（1/29）

後見サポーター、市
民後見人自主勉強会

（2/27）

専門相談
(3/21)

専門相談
(6/27)

成年後見制度利用促
進協議会（7/25）

後見サポーター、市
民後見人自主勉強会

（10/31）

湘南西部成年後見利
用支援連絡会
（2/28）

市民後見人養成講座
（実践研修２日目）

（6/29）

市民後見人養成講座
（実践研修４日目）

（7/26）

地区社協会長会議に
おいてリーフレット
周知（6/29）

    平塚市成年後見利用支援センター　令和5年度業務概況（総括表）※出張講座等は別紙資料参照

出張講座等普

及・広報事業

を右の網掛け

で表示。

資料１－１



4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
合計

（初回・
継続別）

4～6月 7～9月
10～
12月

1～3月

開所
日数

開所
日数

開所
日数

開所
日数

のべ開所日数255日 開所日数 開所日数 開所日数 開所日数

64.5 64 63.5 60 252 63.5 64 62.5 62 252

初回 55 59 59 43 216 138 65 59 52 61 237
継続 114 129 178 148 569 107 64 59 62 292
初回 7 15 13 22 57 11 19 19 16 65
継続 44 49 86 70 249 135 38 41 46 54 179

220 252 336 283 4.33 221 183 176 193 3.07

4/1,6/3
土曜
開所
5/20

土曜午前
　開所

8/5
土曜
開所

7/15,9/16
土曜午前

　開所

10/7,12/2
土曜
開所

11/17
土曜午前

　開所

2/3
土曜

　開所1/20,3/16
土曜午前

　開所

4/2,6/4
土曜
開所
5/21

土曜午前
　開所

8/6
土曜
開所

7/16,9/17
土曜午前

　開所

10/1,12/3
土曜
開所

11/19
土曜午前

　開所

2/4
土曜

　開所1/21,3/18
土曜午前

　開所

場所

内容

・平塚市成年後見利用支援センターの事業
概要
・参加団体・機関等における「成年後見及
び権利擁護に関する取組状況」

・平塚市成年後見利用支援センターの事業概要
・参加団体・機関等における「成年後見及び権利擁護に関
する取組状況」
・専門職団体による事例報告

・ご本人の判断能力低下・不十分による生
活の維持が困難なケースに関する検討会
議
・件数２３件（高齢1９件・障がい４件）

　・　平塚市成年後見利用支援センターの運営状況
　・　個人受任（追加選任）の推薦について（5名）
　・　後見サポーターのマッチング（２名）
　・　市民後見人の活動支援について（活動ガイド・帳票）
　・　市民後見人養成のための基本カリキュラムの見直し
　・　市民後見人被後見人等の推薦基準の制定
　　　など

専門職団体、包括、相談支援事業所、福祉
関係団体、福祉施設、医療機関、金融関
係、行政（市担当課を含む）等

専門職団体×４、包括×１、相談支援事業所×３、民生委
員×１、ひらつか地域介護システム会議居宅介護支援連
絡会×１、在宅医療・介護連携支援センター×１、行政（市
担当課を含む）等×５

書面開催、オンラインのため、特になし

令和５年４月１９日（水曜）
令和５年５月２４日（水曜）※休会
令和５年６月２１日（水曜）
令和５年７月１９日（水曜）※休会
令和５年８月２３日（水曜）
令和５年９月２０日（水曜）
令和５年１０月２５日（水曜）
令和５年１１月２２日（水曜）
令和５年１２月２０日（水曜）
令和６年１月２４日（水曜）
令和６年２月２１日（水曜）
令和６年３月１３日（水曜）

令和５年５月９日（火曜）
令和５年８月８日（火曜）
令和５年１１月１４日（火曜）
令和６年２月１３日（火曜）

平塚栗原ホーム　３階　大会議室 平塚栗原ホーム　３階　小会議室

大森淳：センター長（弁護士）
出縄守英：（社福）進和学園理事長
鈴木眞理子：社会福祉士　　　　　計　３名

相
　
談

電
話 785 3.12 2.10

Ｂ）親族・知人等
からの相談来

所
又

は
訪
問

306 1.21 244 0.97

529

平塚市成年後見利用支援センター　令和５年度　相談件数等及び会議開催状況（3月末現在）

期間別内訳 合計 相談
経路別
内訳

(実件数)

参考：前年度（令和４年度）

相談
区分
別計

一日当たり平
均件数

合計（初回・継
続別）

相談
区分
別計

一日当たり平
均件数Ａ）保健福祉機

関・施設等から
の相談

企画運営会議

合計 1,091 773

備考
4/21,5/18,6/27,7/20,8/29,9/28,10/25,
11/16,12/20,1/18,2/21,3/21専門相談

4/18，5/19，6/21，6/27,7/21，8/5，9/15，10/18，11/17，
12/20,1/19,2/21,3/16専門相談

会
 

議
 

開
 

催
 

状
 

況

感染症拡大に配慮し
「書面開催（６月２１日付け）」

「オンライン開催（令和６年２月５日付け）」
日時

ケース検討調整会議成年後見支援ネットワーク連絡会

専門職5団体，当事者・家族3団体，セン
ター長

参加者

資料１－２



番
号

日にち 曜日 時間 場所 主催団体等名称 内容等 対象
参加者数

(単位：人)、
再生回数

備考

1 4⽉25日 ⽕ 15時〜17時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

後見サポーター、市⺠後見人⾃主
勉強会

後見サポーター、
市⺠後見人

6

2 5⽉16日 ⽕ 10時〜11時30分
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

成年後見制度講座 市⺠ 8

3 6⽉12日 ⽉ 9時45分〜16時40分
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

市⺠後見人養成講座
（実践研修①）

市⺠ 4 公開講座
出席者

4 6⽉27日 ⽕ 15時〜17時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

後見サポーター、市⺠後見人⾃主
勉強会

後見サポーター、
市⺠後見人

7

5 7⽉3日 ⽉  13時30分〜15時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

市保健福祉研修 職員、福祉関係者 37

6 7⽉10日 ⽉  9時30分〜16時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

市⺠後見人養成講座
（実践研修③）

市⺠ 4
公開講座
出席者

7 7⽉12日 ⽔ 13時30分〜15時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

成年後見制度講座 市⺠ 12

8 7⽉18日 ⽕  9時〜10時 東海⼤学
東海⼤学、平塚市成年後見

利用支援センター
⼤学連携講座 東海⼤学学生 98

9 7⽉20日 ⽊ 14時00分〜15時00分
平塚栗原
ホーム

地区ボランティアリーダー
連絡会

出張講座 市⺠ 20

10 7⽉21日 ⾦ 9時30分〜11時30分
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

支援者のための申⽴⼿続説明会 市⺠ 14

11 7⽉26日 ⽔ 9時30分〜15時30分 栗原ホーム
平塚市成年後見利用

支援センター
市⺠後見人養成講座
（実践研修④）

市⺠ 3 公開講座
出席者

12 9⽉1日 ⾦ 13時30分〜15時30分
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

親族後見人研修講習会・交流会 市⺠ 3

13 9⽉15日 ⾦ 10時30分〜12時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

成年後見制度講座 市⺠ 8

14 10⽉11日 ⽔ 10時30分〜12時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

市⺠後見人養成講座
（実践研修⑦）

市⺠ 2 公開講座
出席者

15 10⽉13日 ⾦ 9時〜10時30分 東海⼤学
東海⼤学、平塚市成年後見

利用支援センター
出張講座 東海⼤学学生 35

16 10⽉18日 ⽔ 14時00分〜16時00分
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

任意後見制度と死後事務委任契
約、身元保証について

福祉関係者 30

17 10⽉31日 ⽕ 15時〜17時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

後見サポーター、市⺠後見人⾃主
勉強会

後見サポーター、
市⺠後見人

7

令和５年度　平塚市成年後見利用支援センター普及・広報事業「成年後見制度出張講座」等の状況

資料１－３



番
号

日にち 曜日 時間 場所 主催団体等名称 内容等 対象
参加者数

(単位：人)、
再生回数

備考

18 11⽉15日 ⽔ 13時30分〜15時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

成年後見制度講座 市⺠ 11

19 11⽉29日 ⽔ 13時〜15時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

親族後見予習セミナー 市⺠ 19

20 12⽉14日 ⽊ 14時〜16時
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用

支援センター
権利擁護講演会「これからの人生を考
える時、任意後見制度を学ぶ」

市⺠ 36 高齢福祉課
委託事業

21 1⽉16日 ⽕ 13時30分〜15時 貴峯
平塚市成年後見利用

支援センター
出張講座 市⺠ 21

22 1⽉18日 ⽊ 13時30分〜15時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

成年後見制度講座 市⺠ 8

23 1⽉25日 ⽊ 13時〜14時50分
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

講演会「税理⼠による相続の話」 市⺠ 35

24 1⽉25日 ⽊ 14時50分〜15時30分
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

親族後見人研修講習会・交流会 市⺠ 4

25 2⽉5日 ⽉ 14時〜16時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

権利擁護講演会「本人を中心とし
たチーム支援とは」

福祉関係者 113

YouTube動
画配信

高齢福祉課
委託事業

26 2⽉27日 ⽕ 13時45分
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

第1回市⺠後見人フォローアップ
研修

後見サポーター、
市⺠後見人

6

27 2⽉27日 ⽕ 15時〜17時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

後見サポーター、市⺠後見人⾃主
勉強会

後見サポーター、
市⺠後見人

10

28 3⽉5日 ⽕ 10時〜11時30分
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

成年後見制度講座 市⺠ 13

29 3⽉8日 ⾦ 13時〜15時
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

親族後見予習セミナー 市⺠ 15

30 3⽉8日 ⾦ 17時〜18時
平塚栗原
ホーム

港地区⺠生委員児童委員 出張講座 市⺠ 24

31 3⽉18日 ⽉ 14時〜15時
フレンド
ショップ湘
南高村

高齢者よろず相談センター
あさひみなみ

出張講座 市⺠ 15

32 3⽉21日 ⽊ 13時30分〜15時30分
平塚栗原
ホーム

平塚市成年後見利用
支援センター

第三者後見人研修交流会兼第２回
市⺠後見人フォローアップ研修

専門職、法人後
見、市⺠後見人、

行政
20



年　次

（1） 応募資格

（2） 定員

（3） 説明会日程
12月15日（土）午後、12

月18日（火）夜
11月 5日（火）夜、11月

11日（月）午後
11月12日（水）夜、11月

15日（土）午後
11月4日（水）夜、11月

10日（火）午後
5月13日（土）午前、5月

17日（水）午後
８月４日（土）午後、８月２７

日（月）午後
9月12日（土）午前、15日

（火）午後、17日（木）午後
（動画配信）8月1日（月）～

9月15日（木）

平塚市役所 平塚栗原ホーム

（5） 広報 市広報11月16日号 市広報10月18日号 市広報10月17日号 市広報10月2日号 市広報4月7日号 市広報6月15日号
市広報7月17日号、タウン

ニュース7月23日号
市広報7月15日号、タウン

ニュース8月4日号

（6） 参加者数 36名 20名 31名 7名 9名 40名 19名 動画視聴24名、対面1名

（7）
申込／

受講決定
14名/14名 14名／14名 15名／15名 6名／6名 4名／4名 14名／14名 12名／12名 10名／10名

全4日間の日程を、1月・2
月の平日に開催。

全4日間の日程を、1月・2
月の土曜日に開催。

全4日間の日程を、10月6日
（土）、26日（金）、11月10
日（土）、28日（水）に開催。

全4日間の日程を、10月31日
（土）、11月12日（木）、
21日（土）、26日（木）に

開催。

全4日間の日程を、10月13日
（木）、10月28日（金）、

11月11日（金）、25日
（金）に開催。

必修科目を含め、75％以上（受
講時間数）の出席により修了認
定。また、指定する関連講座等
（県社協の基礎研修を含む）の

受講を振替受講と認めた。

必修科目を含め、75％以上
（受講時間数）の出席により
修了認定。また、コロナウイ
ルス感染症対策の観点から講
座のビデオ視聴を振替受講と

認めた。

必修科目を含め、75％以上
（受講時間数）の出席により

修了認定。

（9） 会場
平塚保健

福祉事務所

第1・2日：神奈川県社会福
祉会館，第3・4日：平塚市
役所

第1・3日：平塚栗原ホーム、第
2・4日：平塚市役所

平塚栗原ホーム 平塚栗原ホーム

（10） 修了判定
11名修了認定

3名不認定
13名修了認定

1名不認定
14名修了認定

1名不認定
6名全員修了認定 4名全員修了認定

12名修了認定
2名不認定

10名修了認定
2名不認定

９名修了認定
１名不認定

（1）
申込／

受講決定
10名／10名 13名／13名 13名／13名 6名／6名 4名／4名 4名／4名 6名/6名 6名/6名

（2） 研修日程
10月3日（木曜）～12月

19日（木曜）までの7日間
10月7日（火曜）～12月

11日（木曜）までの8日間
7月16日（木曜）～11月5

日（木曜）までの9日間
7月19日（火曜）～11月2

日（水曜）までの9日間
9月27日（水曜）～12月7

日（木曜）までの9日間
6月11日（火曜）～1月29日

（水曜）までの6日間
6月14日（月曜）～12月末日

までの8日間
6月12日（月曜）～10月31
日（水曜）までの8日間

（3） 会場
平塚栗原ホーム、横浜家庭
裁判所、かながわ県民セン

ター

平塚栗原ホーム、平塚市保
健センター、横浜家庭裁判
所、かながわ県民センター

平塚栗原ホーム、平塚市保
健センター、横浜家庭裁判

所

平塚市保健センター、平塚
栗原ホーム、横浜家庭裁判

所

平塚栗原ホーム、平塚市役
所、茅ヶ崎市社会福祉協議

会、横浜家庭裁判所

平塚栗原ホーム、平塚市役所、
横浜家庭裁判所（小田原支部）

平塚栗原ホーム、小田原合同
庁舎

平塚栗原ホーム、横浜家庭裁
判所（小田原支部）

（4） 修了判定 10名中10名修了認定 13名中13名修了認定 13名中11名修了認定 6名中5名修了認定 4名全員修了認定 4名全員修了認定 6名全員修了認定 6名全員修了認定

（1）
申込及び
採用者

7名申込：7名採用
（5名退職）

12名申込：10名採用（5名
退職）

8名申込：8名採用（4名退
職）

5名申込：5名採用 4名申込：3名採用(1名退職) 2名申込：2名採用 4名申込：4名採用 5名申込：５名採用

（2） 位置づけ

（3） 支援員活動

（4） 活動状況

  平塚市における市民後見人養成の状況（令和６年５月1日現在）

第一期
（Ｈ２４年度～）

第二期
（Ｈ２５年度～）

第三期
（Ｈ２６年度～）

第四期
（Ｈ２７年度～）

第五期
（Ｈ２９年度～）

第六期（Ｈ30年度～)
権利擁護人材育成講座と

して開催

第七期（R2年度～)
権利擁護人材育成講座

として開催

第八期（R4年度～)
権利擁護人材育成講座

として開催項目　　　　

１
　
基
　
礎
　
研
　
修

平塚市に在住で、基礎研修受講年度の3月31日現在で満25歳以上の方（年齢上限無し） 市内在住・在勤・在学の18歳以上の方

25名 15名 定員なし

（4） 会場

県平塚保健福祉事務所 県平塚合同庁舎 平塚栗原ホーム/平塚市役所

説明会に出席していることが、養成講座の応募要件。
　※第二期については、同時期に開催している県央（海老名及び綾瀬）における説明会の出席も可。

（8） 研修日程
全4日間の日程を、2月2

日、9日、16日、23日の土
曜日に開催。

全4日間の日程を、1月18
日（月）、26日（火）、2
月9日（火）、23日（火）

の平日に開催。

全4日間の日程を、7月25
日（火）、8月2日（水）、
24日（木）、31日（木）

の平日に開催。
第１日～第３日は、一日単位で、他の地域の講座を振り
替え受講可。　※半日単位等、日を分割した受講不可。
第４日は、「事例検討」実施のため、平塚市で受講しな
ければならない（他地域講座を振り替え受講不可）。

平塚栗原ホーム

２
　
実
践
研
修

３
　
後
見
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
の
状
況

平塚市市民後見人養成講座（実践研修）を修了された方の申し込みに基づき、選考のうえ、平塚市社会福祉協議会の実施する法人後見事業の後見活動支援員（以下、「後見サポーター」という）として、後見活動に従事いただく。第一期
を26年10月1日付、第二期を27年8月1日付、第三期を28年8月1日付、第四期を29年8月1日付、第五期を30年8月1日付、第六期を令和2年10月1日付、第七期を令和４年９月１日付で採用。第八期を令和６年５月１日付で採用予定。

【後見サポーター】後見サポーターは、修了された方２人１組で、ケースを担当。この場合、あらかじめ、主担当と副担当を決めておく。担当ケースは、法人後見事業で受任している成年被後見人等の人数やその方々の支援内容等に応
じ、個別に判断。したがって、後見サポーターとしての活動の申し込みされた方全員が、同時に、後見活動に従事し始めるのではなく、順次、活動。通常の活動は、２人組で従事。急を要する場合には、主担当が単独で対応。ただし、主
担当の都合がつかない場合など、やむを得ないときは、副担当が単独で対応もありうる。後見サポーターとしての後見活動は、通常、月に１～２回の従事を想定。１回あたりの活動は、①活動前の準備・打合せ等、②後見活動（移動）、
③活動後の書類作成・報告等をふくめ、おおむね３時間程度。
また、担当するケースへの従事以外に、後見サポーター全員による情報交換と研修等を目的とした「全体会」を2か月に1回開催（奇数月の第一木曜日の午前）。
【市民後見人の後見等選任者数】１６件（累計）

【現員の活動状況】
第一期：現員１名中１名が成年後見人等選任。1名がサポーター活動中。
第二期：現員５名中4名が成年後見人等選任。
第三期：現員４名中２名が成年後見人等選任。うち１名は２ケース目選任。
第四期：現員5名中3名が成年後見人等選任。
第五期：現員２名。2名がサポーター活動中。
第六期：現員2名中１名が成年後見人等選任。
第七期：現員4名。３名がサポーター活動中。
第八期：現員５名。
以上、八期までの現員28名中1２名が選任（うち４ケース終了）、6名がサポーター活動中。
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方針
策定

モニタリ
ング等

市長申
立要請

左記
以外

６５歳
未満

６５歳
以上

市長申
立決定

後見人
等選任

選任された後見人等の内訳（市へ確
認未のケースあり）

４月 １９日 (1) 5 5 3 0 3 0 0 3

５月 （休会）

６月 ２１日 (2) 5 5 2 0 2 0 1 1

７月 （休会） 法人（NPO） 　1件

８月 ２３日 (3) 5 5 2 0 2 0 1 1 法人（社協）　　２件

９月 ２０日 (4) 5 5 2 0 2 0 0 2 司法書士　　　 １件

１０月 ２５日 (5) 5 5 3 0 3 0 0 3

１１月 ２２日 (6) 5 5 2 0 1 1 0 2

１２月 ２０日 (7) 5 5 3 0 3 0 1 2

１月 ２4日 (8) 5 5 3 0 3 0 0 3

２月 ２１日 (9) 5 5 1 0 1 0 1 0

3月 13日 (10) 5 5 2 0 2 0 0 2

23 0 22 1 4 19

注）出席委員には代理委員を含む

出席委
員数注）

ケースの検討調整会議 ケースの状況

令和５年度ケース検討調整会議及びケースの状況

開催日
通算
回数

招集
委員数

弁護士２件

法人（社協）　　３件
司法書士　　　 ２件
申立済、選任待ち １件
申立前、御本人死亡 １件
申立後、選任前に御本人死亡 １件

令
和
５
年
度

計

8 5

25

5 5

4 4

行政書士　　   3件

法人（社協） 　 １件

社会福祉士　　１件
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令和６年
９月１日現在

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A B C D E F G H I J K L M O P Q R

1 後見 後見 後見 後見 後見 保佐 後見 保佐 補助 後見 後見 後見 保佐 後見 後見 後見 保佐

2 H28年3月 H28年3月 H28年3月 H29年12月 H29年12月 H30年11月 R元年11月 R2年１月 R2年2月 R3年4月 R3年5月 R5年8月 R５年８月 R5年12月 R5年12月 R5年12月 R6年８月

3 H25年9月 H25年9月 H26年4月 H27年1月 H27年2月 H27年6月 H30年4月 H29年11月 H29年12月 H28年11月 H28年6月 H30年2月 H25年6月 R２年3月 H27年６月 R2年３月 H27年７月

年齢 4 ７０歳代 ９０歳代 ８０歳代 ８０歳代 ８０歳代 ８０歳代 ８０歳代 ８０歳代 ９０歳代 ９０歳代 ８０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳代 ７０歳代 ８０歳代 ８０歳代

居所 5 特養
グループ
ホーム

グループ
ホーム

特養
グループ
ホーム

住宅型有料
老人ホーム

住宅型有料
老人ホーム

特養
グループ
ホーム

グループ
ホーム

特養 入院中 在宅
グループ
ホーム

特養 特養 特養

身体・生
活状況
等

6

車イスで移
動。簡単な
会話可。精
神状態、落
ち着いてい
る。

手すりを用
いて移動。
簡単な会話
可。精神状
態、落ち着
いている。

短い距離は
歩行でき
る。言葉は
出づらい
が、簡単な
会話可。
精神状態、
落ち着いて
いる。

会話可。精
神状態、落
ち着いてい
る。

会話可。昼
夜逆転がみ
られる。

歩行、会話
ともに可。
身体面、精
神面ともに
落ち着いて
いる。

会話も可能
で、比較的
安定。

会話可。認
知症がすす
んでいる。

身体面は異
常はない
が、昼夜逆
転、被害妄
想がみられ
る。

会話可。身
体面、精神
面ともに比
較的安定し
ているが、
認知症の進
行がみられ
る。

歩行もしっ
かりされて
おり、身体
面、精神面
ともに落ち
着いてい
る。

会話困難。
身体面は安
定。

歩行、会話
ともに可。

寝たきり。双
方向のｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝは難
しいが、好き
なことへ反応
はある。

歩行は不安
定で車いす
で移動。コ
ミュニケー
ションは難
しい。

車いす自
走。会話は
一方通行。
発語はほと
んど無い
が、聞き取り
はできてい
る。

車いす使
用。会話は
可能。
精神的に落
ち着いてい
る。

交流のあ
る親族の
有無

7 なし なし
親族との交
流あり

親族との交
流あり

なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

主な収入
等

8 年金
年金
生活保護費

年金
生活保護費

年金 年金 生活保護費 生活保護費 年金 生活保護費

年金
（収支は、
若干のマイ
ナス）

年金 年金

年金
（収支は、
若干のマイ
ナス）

生活保護費
年金

年金 生活保護費 年金

備考（そ
の後の変
化等）

9

転居し、別
のグループ
ホームに入
居

特養に入所
後、市外の
病院に入院

入院後、特
養に入所

10

H28年8月
ご本人死去
により後見事
務終了

H29年9月
ご本人死去
により後見事
務終了

R1年8月
ご本人死去
により後見事
務終了

R5年1月
ご本人死去
により後見事
務終了

R5年9月
ご本人死去

R2年9月
ご本人死去
により保佐事
務終了

R4年8月
ご本人死去
により補助事
務終了

R3年10月
ご本人死去
により後見事
務終了

R６年８月
ご本人死去
により後見
事務終了

市民後見人選任ケースの概況表

特記事項

後見等類型

追加選任年月

（後見等開始年
月）

ご
本
人
の
状
況

（
追
加
選
任
時

）
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★は平塚市地域福祉リーディングプラン　計画事業

★基礎研修説明会
（８月頃予定）

★基礎研修　開催（９月～１２月予定）

「平塚市応急事務管理事業」の受託（全体会議：年１回，個別ケース会議：随時）

相
談

専　門　相　談　　（月１回(予定：4/26,5/22,6/19,7/24,8/21,9/18,10/23,11/20,12/25,1/22,2/19,3/19)）

（再掲）土曜開所偶数月の第一土曜日（4/6，6/1，8/3，10/5，12/7，2/1）の午前・午後    奇数月の第三土曜日（5/18，7/20，9/21，11/16，1/18，3/15）の午前

市
民
後
見
人
養
成
・
支
援

個人受任した市民後見人の活動支援

後見サポーター全体会（OJT）、市民後見人フォローアップ研修　年8回（5/2，7/3　，9/5　，10/29　，11/　，1/　，2/　，3/））

第一期～第八期後見サポーターの活動支援

★後見サポーターの受任支援

ケース検討調整会議（月1回開催(4/24,5/22,6/19,7/24,8/21,9/18,10/23,11/20,12/25,1/22,2/19,3/19)）

　令和６年度（２０２４年度）　平塚市成年後見利用支援センター事業計画　

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

セ
ン
タ
ー

運
営
全
般

土曜開所偶数月の第一土曜日（4/6，6/1，8/3，10/5，12/7，2/1）の午前・午後    奇数月の第三土曜日（5/18，7/20，9/21，11/16，1/18，3/15）の午前

★権利擁護チーム支援のコーディネート

★成年後見制度講座＆個別相談会の開催（年２回程度開催）
★親族後見予習セミナー　•　親族後見人講習会・交流会（年４回）

講演会（センター１０周年記念講演）、研修会・出張講座の開催　（★保健福祉関係者向け意思決定支援研修会、地域・企業等での出張講座。月１～２回開催
障がい分野及び★任意後見に関する研修・講座開催の充実強化）　高齢者権利擁護講演会の開催（市民向け１回・保健福祉関係者向け１回）

企画運営会議の開催（年4回（予定：6/19,9/18,12/25,3/19）開催）

★成年後見支援ネットワーク連絡会の開催
（第1回・７～８月頃）

★成年後見支援ネットワーク連絡
会の開催（第2回・１～２月頃）
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 平塚市の市長申立と報酬助成の状況 

 

１ 平塚市市長申立について 

 平塚市市長審判請求実施要綱に基づき、申し立てを行う者がいない方に対し、

平塚市長が申し立てを行っている。 

 

＜申し立て件数の経過＞ 

区 分 認知症高齢者 知的障害者 精神障害者 計 

２０１９年度 １９ １ ６ ２６ 

２０２０年度 ９ ３ ３ １５ 

２０２１年度 １０ ５ １ １６ 

２０２２年度 ２０ ４ ３ ２７ 

２０２３年度 １６ ４ ７ ２７ 

 

 

 

２ 報酬助成について 

 平塚市成年後見制度利用支援事業実施要綱に基づき、助成を受けなければ報酬の支払

いが困難であると認められる場合に助成を行っている。 

  
＜平塚市 後見報酬助成実績＞年度統計       

年   度 ６５歳以上 ６５歳未満 計 

２０１９年度 ２１ ２ ２３ 

２０２０年度 １４ ２ １６ 

２０２１年度 ２１ １ ２２ 

２０２２年度 １６ ４ ２０ 

２０２３年度 ２０ １１ ３１ 
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